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スローガン 

「 登下校 いつもの道こそ 要注意 」 
推進重点 

平成31年４月６日(土)から４月15日（月）までの１０日間 
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新入学児童等に対する交通ルールの理解と交通マナーの習慣付けを
図るとともに、運転者等に対し新入学児童等の保護意識を醸成するこ
とにより、子どもの交通事故防止を図ります。

① 運転者の歩行者保護意識の醸成と道路横断者の交通マナーの向上

② 自転車の安全利用の促進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外

２ 車道は左側を通行

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

４ 安全ルールを守る

○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

○ 夜間はライトを点灯

○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５ 子どもはヘルメットを着用

【自 転 車 安 全 利 用 五 則】

≪運転者の皆さん≫
横断歩道は、歩行者が優先であることを自

覚し、横断しようとしている歩行者がいる場
合は、必ず一時停止して歩行者を先に通行さ
せましょう。

≪歩行者の皆さん≫
道路を通行する者の一員として、交通ルー

ルの遵守と交通マナーの向上が必要であるこ
とを再認識するとともに、道路横断の際は、
横断歩道を渡り、近くに横断歩道がない場合
には、明るい場所や見通しの良い安全な場所
を選び、左右の安全確認を徹底し、無理な横
断はしないようにしましょう。

③ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

≪自転車利用の皆さん≫
自転車も車両であることを再確認の上、交

通ルールを順守し、交通マナーを向上・実践
させるとともに、自転車保険の加入・更新と
適切な点検整備に努めましょう。

二人乗りや
傘さし運転は

やめましょう!

飛び出しは
危険です!

≪運転者の皆さん≫
同乗者の安全を守る責任があることを自覚し、

シートベルトを自ら正しく着用するとともに、全
ての同乗者にシートベルト・チャイルドシートを
正しく着用させましょう。

≪同乗者の皆さん≫
全ての座席のシートベルト・チャイルドシート

着用の必要性と効果を認識し、後部座席において
も正しく着用しましょう。


